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Ⅰ　21 世紀の EU 通商政策と中国

１．EU の２つの通商政策

EU では共通通商政策の交渉権限を欧州委員

会が持ち，20 世紀には GATT/WTO の自由・

無差別・多角（多国籍）主義の世界貿易体制の

発展を米国と共に支えてきた。

しかしドーハラウンド停止直後の 2006 年 7

月に新たな通商政策を打ち出し，市場規模と

高成長で注目される新興国（地域）との FTA

形成を掲げた１）。ASEAN，韓国，Mercosur

（南米南部共同市場），次いで，インド，ロシ

ア，GCC（湾岸協力会議諸国），中国を相手

とし，交渉分野に知的財産権（IPR），政府調

達，競争政策などいわゆる「WTO+」を含め

た。だが，EU 韓国 FTA	が唯一の成果で２），

ASEAN とは 07 年交渉開始合意・09 年３月交

渉停止，インドとも同年交渉開始・13 年事実

上停止など，他の交渉は難航した。

EU は 2010 年 11 月新通商戦略を打ち出した。

FTA 形成により GDP の 1％以上（約 1500 億

ユーロ）引き上げを目指し，相手国を米日中露

印とする３）。交渉分野は，NTB，政府調達，

サービス貿易，投資，資源やエネルギーへのア

クセス，知的財産権（IPR），競争政策，衛生・

植物衛生，持続可能な開発など広範囲で，米日

とは 13 年交渉が始まった。

なお，EU カナダ FTA（CETA）は 09 年 10

月交渉開始，13 年 10 月基本合意，14 年８月詳

細取り纏め作業終了，９月署名と進み，批准過

程に入った。CETA は EU 米国 FTA（TTIP）

のひな形との期待もある。また ASEAN とは

各国交渉に切り替え，シンガポールと 10 年３

月交渉開始，13 年９月最終合意，ベトナムと

は 12 年交渉開始，15 年 12 月合意文書に署名し，

EU の対中国通商戦略

中央大学経済研究所客員研究員　田中 素香

EU にとって中国は輸入１位，輸出３位の重要な通商相手国で，2010 年代に対中輸出と中国の対 EU 直接

投資は急成長している。EU は 06 年通商政策から中国に市場アクセスや公正競争の要求を続けているが，中

国は EU 加盟国の切り崩しなどで対応する。ユーロ危機で弱体化した EU 諸国すべてに直接投資攻勢をかけ，

一帯一路政策の戦略地域への整備を進める。欧米分断の意図も強まり，EU 米国 FTA（TTIP）への影響が注

目される。

たなか そこう　1945 年生まれ。1986 年東北大学教授，2004 年より中央大
学経済学部教授。専門は国際金融論，経済統合論，ヨーロッパ経済論。著書：

『ユーロ危機とギリシャ反乱』（岩波新書，2016 年），『現代ヨーロッパ経済（第
４版）』（共著，有斐閣，2014 年）他。



世界経済評論　2016 年 3 月 4 月号28

　特集　　加速する中国の対外進出〈協調と軋轢〉

ASEAN で２カ国目となった。

２．中国への包括的戦略をめぐって

EU の中国に対する反ダンピング措置が 2004

年頃から急増，農産物，鉱産物，化学品，鉄鋼，

カラーテレビなどが対象となった。06 年通商

政策で EU は，中国には「機会とリスク」が併

存し，特別の包括的戦略が必要とした。

EU 中国通商関係を，Holslag	[2015] は，2005

年までの「熱狂期」，06 年以降の「冷却期」に

２分し，冷却要因を次のように言う。21 世紀

に入ると中国は，グローバル生産ネットワーク

における劣位を認識し，強大な産業と知識ネッ

トワークの構築，世界貿易への影響力などの戦

略を追求するようになった。国有の大企業・大

銀行の力が強まり，中国に進出した EU 企業は

厳しい規制と技術移転や中国企業との合弁など

様々な要求を突きつけられる。政治面でもリベ

ラルな諸価値（民主化，人権など）の採択は進

まなかった４）。

「冷却」を示す最初の文献は，欧州委員会の

２つの 06 年対中国通商文書である。市場開

放・公正競争を求め，人権・民主主義など価値

の面での後退を批判するなど，EU 中国間の懸

案を率直に全面的に提出した５）。第２文書で

は，「中国は WTO 義務を遵守し，商品・サー

ビス・投資および政府調達市場の自由化を続

け，欧州の投資家に対する技術移転の強制と輸

出条件の賦課を止めるべきだ。EU 企業の IPR

（知的財産権）などの法的権利を強く保護し，

不公正な補助金や戦略産業の保護を終了すべ

きだ」６）と中国の方針転換を求めた。これら

の解決のため，EU 中国関係の法的基礎である

「1985 年貿易と協力の協定」を更新し，「連携

と協力の協定（Partnership	and	Co-operation	

Agreement）」を追求すべきとした。

だが，2010 年通商戦略文書では 06 年から 10

年までを振り返って，医薬品，ICT 部門，政

府調達などのキー部門で中国政府から技術移転

の圧力がかかり，金融サービス・自動車部品な

どでは WTO 訴訟により解決し，レアメタル

輸出制限は WTO 訴訟に持ち込まざるを得な

いなどと指摘し，上記「協定」への進捗は困難

とした。また，補助金による過剰生産など中国

のシステム問題や政府の競争への介入を批判し	

た７）。

EU（欧州委員会）は今日までこの路線を一

貫させている。中国が社会主義市場経済あるい

は国家資本主義の体制にある限り受け入れがた

い諸要求であろう。EU 中国首脳会議は毎年開

催され，分野別対話の委員会や実務家組織など

が次々に形成されるが，新協定への進展はな

い。1985 年協定が今も EU 中国関係の法的基

礎である。

Ⅱ　EU の対中輸出の急激な伸び 
―ユーロ危機以降

１．中国の覇権志向の明確化と米国・EU の 

姿勢転換

EU と中国は 1975 年外交関係を樹立し，78

年に「貿易協定」，85 年「貿易と協力の協定」

が調印された。中国の本格的な市場開放は，ソ

連崩壊を受けて 1992 年鄧小平が「社会主義市

場経済」を掲げて以後のことである。

アジアの高度成長を受けて，1990 年代半ば

に EU はアジア重視へ動き，96 年「欧州アジ

ア会合（ASEM）」開始，98 年４月には第１回

EU・中国首脳会議（以後ほぼ毎年開催），2001

年中国の WTO 加盟へと進んだ。この間に中国



世界経済評論　2016 年 3 月 4 月号 29

EU の対中国通商戦略

の関税は大幅に引き下げられ，非関税障壁の撤

廃も進んだ。

米国も EU も，中国が豊かになれば中間所得

層が生まれ民主化も進み，やがて米国や西欧の

ような国になり，中国市場の巨大な可能性を入

手できると期待していた。米欧ともに日本をラ

イヴァルとみなし，将来の友好国中国の成長・

強大化を積極的に支援，市場開放，技術供与，

企業の対中進出を進めた。だが，中国は共産党

独裁の下でむしろ独自の経済体制と覇権志向を

明確にしていった。EU は 06 年から「冷却期」

へ，米国も 2010 年アジアシフト（pivot）政策

から徐々に中国批判へと動いた。それは中国の

戦略的行動を刺激した。

２．ユーロ危機以降，EU の対中輸出は加速

EU の中国への輸出は最近急伸している。中

国，米国，日本に対する EU の商品輸出入の推

移を見よう（図１）。

1997 年，EU の対米国貿易収支はほぼ均衡，

日本と中国からの輸入がほぼ同額であった。10

年後の 07 年，日本からの輸入は 1.3 倍だが，

中国からの輸入は 6.2 倍，14 年には 3000 億ユー

ロを超えた。ただし，ユーロ危機とその後の

EU の低成長により，対中輸入は 14 年 2010 年

比で 1.03 倍と停滞，日米からの輸入も 13 年以

降減少した。

ところが EU から中国への輸出は 97 年から

09 年までの 12 年間で５倍に伸び，2010 年から

加速して 14 年までに２倍に増えた。貿易収支

は 12 ～ 14 年は年額 1300 億ユーロから 1500 億

ユーロと EU 側の大幅赤字で，約 1000 億ユー

ロの対米貿易黒字より大きい。とはいえ，10

年以降の対中輸出の急伸が印象的だ。中国の成

長率が低下した 2015 年も１－９月の前年比で

EU の輸出５％，輸入 16％と伸びた。EU の成

長率がやや回復し，対中輸入が再び増えている。

EU の対中貿易に占めるシェアはドイツが最

大で，輸入で 26％から 27％，輸出では 2000 年

代半ばに 41％～ 43％，最近３年間は 45％から

46％へ上昇した。

中国は 06 年から EU の輸入相手国１位で，

最近は２位の米国を 1000 億ユーロ近く引き離

している。中国からの輸入は，低価格の消費財

（繊維衣類，皮革・靴，家具など）と資本財（機

械，部品など）であるが，サービス貿易を含め

た 2013 年のデータでは，資本財 65％，サービ

ス 15％，消費財 20％の割合である。

Ⅲ　中国の対 EU・FDI 急伸と中国人の
欧州観の転換

１．EU と中国の間の直接投資（FDI）の動向

2012 年 EU の対中国 FDI ストックは 799 億

ドル，内訳は大きい順にドイツとイギリスが

約 170 億ドル，フランス，オランダが約 100 億

図１　EUの米・中・日との輸出入の推移（1997-2014年）

（出所）Eurostat より筆者作成。
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ドルである。これらは従来からの EU 企業の

中国進出によるもので，EU27 カ国は中国と双

務投資協定（Bilateral	Investment	Agreement:	

BIA）を結び，自国企業の防衛，中国での自由

な市場アクセス・企業活動をはかっている。

EU 企業の中国 FDI ストックは 2001 年の 302

億ドルから 08 年 616 億ドルに倍増したが，08

年から 12 年まで 1.3 倍と伸びは鈍った。

反対に中国 FDI の EU ストックは 2012 年

315 億ドル，米国ストック 170 億ドルの約２倍

である（図2）。3 年ごとでは，2003 年４億ド

ルが 06 年 13 億ドルへ３倍，09 年 63 億ドルへ

５倍，09 年から 12 年までにさらに５倍となっ

た。14 年には 550 億ドルに達した。米国は高

度技術部門への中国企業の進出を拒否するなど

障壁を設けているが，EU には制限がない。中

国 FDI ストックの国別の内訳は，図２のよう

に英独仏が高い。ルクセンブルクは中国 FDI

資金の流入口であって，同国での金融部門だけ

でなく，別の諸国に分散する。オフショア市場

からも中国の FDI 資金が流入し，また香港の

FDI には事実上中国企業の FDI が含まれ，中

国企業の対欧 FDI は本国の統計値よりかなり

大きい。

最近欧州では，国有企業を中軸とする中国の

活発な FDI 進出が注目されている。機械・自

動車・化学・情報通信など EU の先進技術部門

を狙って企業進出をはかっている。ドイツなど

で活発である。また空港・海港・輸送などロジ

スティクス部門，高速道路・鉄道建設のインフ

ラ部門，発電送電設備・原発などエネルギー部

門でも FDI によって株式を取得し，あるいは

運営権を獲得している。

中国の輸出主導高度成長はリーマン・ショッ

クで終焉，投資主導高度成長へ転換したが，そ

の成長は，設備投資・インフラ投資・不動産投

資の３大投資部門により牽引された。今日それ

らの部門で過剰投資が顕在化し，低成長やマイ

ナス成長へ移行した。それらを含めて過剰資本

が強烈な勢いで対外 FDI へ向かっている。高

度技術獲得などその戦略性も明らかである。

中国の対 EU加盟国 FDI は，Heritage	

Foundation の統計では，2005 年から 14 年前

半までに，イギリス 236 億ドル（不動産 71 億，

エネルギー 49 億，金融 48 億，農業 23 億など），

フランス 106 億ドル（エネルギー 66 億，輸送

16 億など），イタリア 69 億ドル（エネルギー

35 億，技術 24 億），ドイツ 59 億ドル（不動産

23 億，技術 10 億），ギリシャ 55 億ドル（輸送

52 億），ポルトガル 54 億ドル（エネルギー 40

億，金融 14 億），スペイン 24 億ドル（不動産

と技術）となっている８）。ポルトガルは財政

緊縮に迫られ国有財産 92 億ユーロを売却した

が，中国はその 45％を購入した。中国はポル

トガル最大の FDI 供与国となった。Huawei（華

図２　中国の対外 FDI ストック（2003-2012年）

（出所）UNCTAD 統計より筆者作成。国別の詳細統計は 12
年まで公表。
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為技術有限公司）は技術防衛を理由に米国から

閉め出されたが，EU には自由に進出し，イタ

リア，スペインなどで技術を取得している。

ドイツでは機械・自動車部品・エネルギー効

率・ハイテク部門などに連年 FDI が流入する

が，最近では中小企業を含めて技術獲得を目指

した M&A が「中国企業の参入モードになっ

た」との指摘がある。フランスでは 2011 年に

原子力発電，空港施設，不動産などに巨額の資

金が集中した。ある年にある国に FDI を集中

させるやり方も中国 FDI の特徴の一つで，14

年にはイタリア，ポルトガル，スペイン，イギ

リスにおいて，インフラ部門，エネルギー供

給（風力発電など），不動産などに FDI が集中

した。EU 周縁諸国への FDI も非常に活発であ

る。ギリシャのピレウス港で２つのコンテナ施

設の管理権を獲得したが，ギリシャ財政がユー

ロ危機で破綻しなければ政治的理由により取得

不可能であった。スロベニア・クロアチアでも

アドリア海海港の使用権を取得した。

これらロジスティクス部門やインフラ部門は

習近平の「一帯一路」政策における欧州側施設

の取得という意味もある。権利を取得した海港

には中国軍艦の寄港も行われ，経済力・軍事力

一体の運用も見て取れる。ポルトガル，スペイ

ン，ギリシャ，ハンガリーなどの不動産取得で

は一定以上の金額（スペインでは最低50万ユー

ロ）を出せば非欧州人でも不動産を購入できる

「黄金ビザ」制度があり，その利用のほとんど

は中国人ないし中国企業という９）。

EU への中国の FDI はユーロ危機の 2010 年

から急増する。EU 経済はユーロ危機によって

脆弱化し，民間も政府も外からの投資資金流入

や財政支援を大歓迎するようになった。中国は

そこを巧みに利用し，ポルトガルとギリシャの

国債購入など一定額の政府支援を行うと共に，

EU 諸国および EU 加盟候補国（西バルカンの

セルビアなど）のほとんどすべてにおいて FDI

攻勢をかけている。米国資本は EU から撤退し

ているが，中国からの FDI 流入が上回る。と

りわけ，ユーロ危機に直撃された南欧諸国やバ

ルカン半島諸国，東欧諸国など周縁国への中国

資本の進出は「新マーシャル・プラン」と歓迎

される。人の進出も中国 FDI の特徴であって，

中国生まれの人口は，イタリアで 20 万人，ス

ペイン 14 万人，ドイツ 13 万人，イギリス 11

万人などである10）。「一帯一路」政策により中

国の対 EU・FDI はさらに加速していくであろ

う。

２．中国の欧州観，欧州の中国観の大転換

中国は「中華 4000 年」文明による対欧州優

越感と植民地被支配の対欧州劣等感の双方を抱

いている。改革開放後，中国近代化のモデルを

西欧の経済と福祉国家に求める議論はかなり盛

んであった。ユーロと経済規模とにより中国は

EU を多極化世界の「極」の一つと評価してい

たが，ユーロ危機を境に評価は一気に下がった。

欧州は中国発展のモデルになりえない，中国

の体制の方が優越している，という議論が中国

の言論界で盛んになった。消費者保護の商品基

準，エコロジー，持続可能な都市化など中国が

学ぶ点はあるという議論の一方で，ユーロ危機

で価値の低下した EU 各国の技術や資産を安値

で買い上げ，ひいては「逆植民地化」しようと

いう主張さえ出ている11）。李克強は欧州と中

国の発展モデルを同等と位置づけ，双方が成功

すれば世界はもっと調和的繁栄的になるといっ

た。習近平と李は，中国が EU を助ける見返り

に，EU の対中武器禁輸の中止，MES（市場経
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済国）の地位の承認，IMF での中国の地位引

き上げ，中国のやり方・価値観（ソブリンや人

権）を認めよとの主張を繰り返している。中国

と EU の間のパワーシフトを受け入れよ，とい

うのである。

購買力平価（PPP）ベースで見ると，中国は

2014 年米国を抜き，世界最大の経済大国となっ

た。ユーロ危機で自信喪失の欧州では，西欧・

米国から中国へ世界パワーシフトが起きている

という見方が圧倒的に多数になっている。2015

年６月米国の世論調査会社ピュー・リサーチ・

センターは米国がスーパーパワーを維持するの

か，中国がとって代わるのかについて世界規模

の世論調査の結果を発表した。中国人の 67％

は「とって代わる」と見ている（「米国が維持」

は 16％）。米国では 46％対 48％でわずかに「代

替」が多い。オーストラリア，韓国，南米諸

国，アフリカ諸国では「代替」がかなりの差で

多数である。米国から中国へのパワーシフトが

今や世界の常識である。欧州では，仏独英伊ス

ペインの 5 大国すべてで「代替」が約 60％（仏

では 66％），「維持」は 30％台である。日本で

は米国が地位を「維持」が 77％と高く，「日欧

ギャップ」がある。ユーロ危機以後の欧州の中

国に対する低姿勢には世界パワーシフト観も反

映していると考えられる。

３．中国の対 EU 加盟国戦略

EU（欧州委員会）は中国に対して人権・民

主化など基本的価値の要求を含めて EU 企業の

中国市場アクセス，技術移転や IPR（知的財産

権）に関する厳しい要求を貫いている。しかし

中国はそれに痛痒を感じていないようだ。中国

からの輸出には反ダンピング税など EU からの

一定の干渉はあるものの，大きな障害にはなっ

ていないし，FDI は歓迎されている。EU が原

則的姿勢を貫徹しても，EU 加盟国レベルで掘

り崩す戦術も中国は駆使する。

中国の太陽光パネル輸出に関する顛末がその

好例となる。同部門の世界生産に占める中国の

シェアは 09 年の約 45％から 12 年 60％に上昇，

輸出攻勢により世界輸出シェアは 09 年の５％

から 12 年 58％に急騰した（12 年の中国の生産

能力は世界需要の 150％）。同年 EU の中国か

らの輸入は総輸入の 87％であった。EU 企業か

らダンピング訴訟があり，欧州委員会のデヒュ

フト（Karel	de	Gucht）貿易担当委員は中国政

府の補助金（安い電力，融資および不動産優遇

を含む）とダンピング訴訟企業への中国市場か

らの排除の２つを理由に，厳しい措置を準備し

た。

中国政府はこれに対して，① EU からの輸入

ワインへのダンピング調査，② 乗用車への同

様の調査の予告，③ EU の中国パネル販売小売

企業のロビーイング支援（「安価な中国製品へ

の反ダンピング関税は価格を引き上げ EU の環

境保護政策を掘り崩し何千もの雇用を犠牲にす

る」とのキャンペーンへの補助），という対抗

措置を実施した。①は仏伊西など，②は主とし

てドイツへの脅しである。EU 加盟国は腰砕け

となり，ドイツを先頭にデヒュフト委員に緩和

を要求，中国の関係 90 企業が最低価格（アン

ダーテイキング）ワット当たり 56 セントに従

うか，従わない企業に 64.9％の関税賦課で決着

した12）。

Ⅳ　交渉中の懸案と展望

EU，中国にとって相互の経済的重要性は最

近ひときわ高まっている。中国は EU に対し
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て FTA を提案しているが，欧州委員会も欧州

財界団体も「時期尚早」と問題にしていない。

現在の交渉課題は，先ず「連携と協力の協定」

であるが，人権・民主主義など政治面，国有企

業優遇・FDI 規制など中国の体制問題の障壁

が高すぎて，07 年に始まった交渉は 11 年から

停止している。目下の懸案は，第２の「EU 中

国包括的投資協定（comprehensive	EU-China	

Investment	Agreement）」 で あ る。09 年 12

月リスボン条約が発効し，EU（欧州委員会）

は新たに外国直接投資交渉の権限を獲得した

（EU 運営条約第 207 条）。EU27 カ国と中国と

の間の既存の双務投資協定を単一の EU 中国協

定とする交渉で，EU が進める。

この協定は 2013 年 11 月第 16 回 EU 中国首

脳会議で打ち上げられ，「投資の漸次的自由化，

相互の市場での投資家への制限の除去，投資家

と投資への強力な保護の法的枠組みの提供」を

目指す。15 年６月の EU 中国首脳会議の共同

声明では「15 年末までに協定の共同原本を作

成」という。それを受けて双方が原本を作る合

意はできたが，「共同原本」に行き着くのは難

しいと筆者はみている。

在中国 EU 商業会議所（EUCCC）の 2014 年

サーベイでは，中国に進出した欧州企業の３分

の２は「中国で仕事がやりにくくなった」と

回答している。欧州 33 カ国の財界団体をメン

バーとするビジネスヨーロッパは 15 年３月の

レポートで，中国の各部門に存在する多数の障

壁を指摘・分析し，国家資本主義的性格（不透

明性，技術移転を拒むと報復措置，政府調達へ

の強い制限，現地進出企業への政府の諸要求な

ど）の強化に懸念を表明し，投資協定に疑問符

を付ける13）。このような産業界をバックに EU

は原則を貫くが，中国は適当に交渉継続で対応

し，その間に EU 加盟国に働きかけて貿易と投

資を拡大，中国企業は欧州に着々と地盤を築く

戦略であろう。

欧州の従来の論調は，欧州を「分断して支

配」しようとする中国の戦略に，欧米分業で対

抗する，であった14）。だが，英独仏伊など EU

主要国は AIIB（アジアインフラ投資銀行）に

米国の反対を押し切って参加を決めた。AIIB

は	EU の欧州投資銀行（EIB）とすでに密接に

協力する。EU も EU 諸国も一帯一路政策を歓

迎し，それを EU のインフラ整備計画［欧州委

員会ユンケル委員長が打ち出した民間資金利用

の 3150 億ユーロの EFSI（欧州戦略投資基金）］

に結びつけようとしている。15 年６月の首脳

会議で李克強は EFSI に数十億ドルの支援を約

束し，EU 側の期待に応えた。一帯一路政策は

構想が巨大すぎて習近平の背伸びも感じられる

が，中国の欧州取り込み戦略と捉えることもで

きる。イギリスは習近平の 10 月訪英に女王ま

で動員して歓待につとめ，独仏首脳も引き続い

て中国を訪問し，懸案を取り決めた。今までの

ところ，中国の矢は的を射貫いている。

2015 年末に浮上した重要な問題は，中国の

「市場経済ステータス MES」承認問題である。

中国側は WTO 加盟から 15 年が過ぎれば自動

的に MES を取得できると解釈して，EU に承

認を迫っている。MES を取得すれば，EU が

反ダンピング措置を中国に対して発動するの

が，非常に困難になるのである。中国の通商政

策に批判的だったバローゾ欧州委員会に対して

現行のユンケル欧州委員会は対中融和的な姿勢

を強めているように見える。欧州委員会は，上

述したユンケル委員長のインフラ投資基金への

中国の大規模の出資に期待しており，それが融

和方針を導いている，という。欧州委員会は
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16 年２月にも中国に MES を認める法案を提出

するとの観測もある。これに対して EU の伝統

産業（鉄鋼，セラミック，繊維，太陽光発電装

置など）は，MES 承認により 350 万人の失業

者がでると警告して反対している。英国政府は

MES 承認に諸手を挙げて賛成，メルケル首相

も昨年 10 月訪中の際に李克強に対して「原則

として賛成」の意向を伝えている。15 年末米

国政府は EU が MES を承認しないよう，警告

を発した。新年の展開が注目される。

このような EU 中国関係の新展開が米 EU 連

携協定（環大西洋貿易投資協定：TTIP）にど

う影響するのか注目される。中国との投資協定

交渉で EU が交渉力を確保するためには TTIP

合意による欧米連携がきわめて重要である。

TPP が 15 年 10 月に合意し，中国にとって米

欧分断の重要性が高まった。欧州側もそこは理

解しているし，一帯一路政策か TTIP 合意か

という二者択一でもない。それでも，TTIP 合

意に積極的な EU（欧州委員会）を英独仏など

加盟国が支持するのか抵抗して交渉が長引くの

か，そのゆくえは，21 世紀前半の世界のパワー

のあり方にも影響を及ぼすことになろう。
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